
4

限 り金 6,000円 を支払 うこ と (月 賦 )を 約 束 した が (甲 第 5号

証 ),被 告 らは現在 に至 るまで金 24, 000円 を返 済 した にす ぎ

ない (甲 第 6号証 )。 なお 、平成 23年 11月 末 日ま で の確 定遅 延

損 害金 は金 62, 424円 で あ る (甲 第 7号証 )。

また、被 告 らは、平成 20年 5月 26日 に 18,00o円 を返 済

して以 降、現在 に至 るまでま った く支払 い を して い ない (甲 第 6号

証 )。

よつて、将来返還期 限が到来す る分割 支払金 につ い て も、あ らか

じめ請 求 してお く必要 が あ る。将来請 求金額 は金 112,000円

で あ る。

以 上 の とお り、原 告 は、被 告 太 郎 に対 して は本 件 契約 に基 づ き、

被告 次郎及 び被 告二郎 に対 して は上記連 帯保 証 契約 に基 づ き、請 求

の趣 旨記載 の金員 の連 帯支払 を求 め る。

5

甲第 1号証

甲第 2号証

甲第 3号証

甲第 4号証

甲第 5号証

甲第 6号証

甲第 7号証

1 訴状副本

2 甲号証 写 し

3 訴訟委任 状

証 拠 方 法

浦安市奨学資金貸付条例

浦安市奨学資金貸付条例施行規則

浦安市奨学資金借用証書

貸付台帳

奨学資金返還計画書

償還台帳

延滞金計算表

附 属 書 類

(当 事者 目録 は省 略 )

3通

各 4通

1通

3
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平成 24年 (ハ)第 123号

原告 浦安市

被告

和 解 条 項

1 被告らは、原告に対 し、本件債務として、次のとおりの連帯支払義務を負うて

いることを確認する。

(1)残 元金      金 86万 4000円
(2)確 定遅延損害金   金 7万 5848円
(3)上 記残元金のうち25万 8000円 に対する平成 24年 4月 11日 から支

払済まで年 14.5%の 割合による遅延損害金

2 被告らは、原告に対し、連帯して、前項の金員のうち (1)及び (2)の合計金

43万 9848円 を次のとおり分割して、持参又は送金して支払う。

(1) 平成 24年 4月 末日限り、金 28万 2000円
(2)平 成 24年 5月 から同25年 4月 まで、毎月末日限り、金 1万 2000円

ずつ

(3) 平成 25年 5月 末日限り、金 1万 3848円

被告らが前項 (1)の金員の支払を怠ったとき、または前項 (2)の分割金

の支払を 2回以上怠 り、かつ、その額が金 2万 4000円 に達したときは、当

然に期限の利益を失い、被告らは、原告に対 し、連帯して第 1項の:金員から既

払額を控除 した残額を即時に支払 う。

3

4 被告らが期限の利益を失うことなく、第2項の分割金の支払いを完了したと

きは、原告は、被告らに対し、第 1項のその余の支払義務を免除する。

5 原告は、その余の請求を放棄する。

6 当事者双方は、本件に関し、本条項に定めるほか、他に何らの債権債務のない

ことを相互に確認する。

7 訴訟費用は、各自の負担とする。

以 上
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浦安市 奨学資金貸付金 回収額等内訳

1.平成23年度

2.平成22年度

3.平成21年度分

訴訟(訴額 )

件数

3,729,479円

9件

24年度以降
回収予定額

8,660,614

24件

23年戸異

回収額

1,238,257

14件

委任滞納額

9,898,871

合 計

893,340

その他経費

137,340

委 託 料

着手金

756,000

委任件数

24イ牛

債権名

奨学資金貸付金

訴訟(訴額 )

件数

1,946,844円

5件

23年度以降
回収予定額

1,986,800

5件

22年度
回収額

1,660,000

2件

委任滞納額

12,232,812

合 計

1,136,000

その他経費

128,000

委 託 料

着手金

1,008,000

委任件数

32イ牛

債権名

奨学資金貸付金

誅 訟嚇 組 )

件 数

2,805,200円

6イ牛

22年度以降
回収予定額

10,569,400

22イ牛

21年度
回収額

1,131,600

16件

委任滞納額

19,362,000

合 計

1,034,010

その他経香

173,010

委 託 料

着手金

861,000

委任件数

41件

債権名

奨学資金貸付金

訴訟 (訴額 )

件数

3イ牛
,007006

21年度以降
同 J望 予申密百

20年度
F司 J口密百

,000
9イ牛

委任滞納額

8,010,500

合 計

364,570

子 の イ約締 晉

81,070

着 手 命

283,500

委任件数

27イ牛

債権名

奨学資金貸付金

購　

華
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仮合意書

A区 (以下 「甲」とい う。)と 0●00(以 下 「乙」とい う。)は、乙が甲か ら借

り受けている区営住宅 (A区0● 8-9-2 ●0人丁 ロアパー ト2-202。 以

下、「本件区営住宅」とい う。)の使用料等の償還について、以下のとお り合意 した。

第 1条 乙は、本件区営住宅の平成 22年 7月 分までの使用料及び共益費につき、

本 国現在、以下のとお りの金員を滞納 していることを認める。

使用料 金 92万 2000円
共益費     7800円

第 2条 乙は、甲に対 し、前条の債務の合計金 92万 9800円 を、下記のとお り

分割 して支払 う。なお、弁済金の充当は甲が適宜指定できるものとする。

記

平成 22年 10月 から同 23年 9月 まで、毎月末 日限 り、金 2万円ずつ

平成 23年 10月 から同 25年 7月 まで、毎月末 日限 り、金 3万円ずつ

平成 25年 8月 末 日限 り、金 2万 9800円

第 3条 次のいずれかの事由が生 じたときは、乙は当然に期 I艮 の利益を失い、甲に

封 し、残債務を直ちに一括 して支払 う。

(1)乙が、第 2条による分割金の支払を怠 り、その額が金 4万円 (ただ し、平

成 23年 10月 以降は金 6万円)に達 したとき

(2)甲 が本件合意内容について申し立てる訴え提起前の和解手続において、乙

が裁判所に出頭せず、その他同手続に協力 しないとき

第 4条 甲は、本合意書記載の条項を不El解内容とする訴え提起前の和解を東京簡易
裁判所に申し立てるものとし、乙は同手続に協力する。

平成 23年 8月 20日

(甲) A区 代理人

東京都港区虎ノ門一丁 目2番 10号虎ノ門桜田通 ビル 9階
法律特許事務所イオタ

弁護士   西 尾 政 行

(乙)住 所

氏名
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和 解 条 項

第 1条 相手方は、申立人に封し、平成 22年 11月 12日 現在、申立人から借 り

受けている別紙物件 目録記載の建物 (以下、「本件建物」とい う。)の使用

料及び共益費につき、以下のとお り滞納していることを認める。

使用料  金 98万 0200用

共益費  金 8700円

第 2条 相手方は、申立人に紺 し、前条の債務の合計金 98万 8900円 を、下記

のとおり分害ビして支払 う。なお、弁済金の充当は申立人が適宜指定できるも

のとする。

記

(1)平成 22年 11月 から同 28年 10月 まで、毎月末 日限 り、金 2万円ずつ

(2)平成 23年 11月 から同 25年 10月 まで、毎月末 日lI艮 り、金 3万円ずつ

(3)平成 25年 11月 末 日限り、金 2万 8900円

第 3条 相手方が前条による分割金の支払いを怠 り、その滞納額が金 4万円 (ただ

し、平成 23年 11月 以降は金 6万円)に達 したときは、相手方は当然に期

限の利益を失い、申立人に対 し、第 1条の金員から既払金を控除した残金を

直ちに一括 して支払 う。なお、この場合の既私金には、次条に定める使用料

及び共益費を含まない。

第 4条 本目手方は、申立人に封 し、平成 22年 11 以降、相手方が木件

盤建物の使用を継続 している間、毎月末 日限 り、 営住宅管理条例及び

営住宅管理条例施行規員」に基づいて算出された使用料及び共益費

を支払うものとする。ただし、次条に定めるところにより、相手方が本件建

物の使用許可を敢り消す旨の通知を受領したときは、この限りではない。

第 5条 相手方に次に定める事由が発生したときは、申立人は、相手方に対し、何

■`七′芹r
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らの催告を要しないで、本件建物の使用の承認を取 り消し、本件建物の明渡

しを請求することができる。

(1)第 3条により期限の利益を喪失 したとき。

|:1毬壱銃犯敬稲督離襲畿絋督雄議する各事由
のいずれかが生じたとき

第 6条 前条により申立人が本件建物の母月渡 しを請求 したときは、相手方は、申

立人に対 し、直ちに本件建物を明け渡す。

第 7条 申立人が前条の明渡請求をしたにもかかわらず、相手方が本件建物の占有

を継続するときは、相手方は、申立人に対 し、相手方が明渡請求を受けた 日

堪繁:こ   鯰 緒蚕Fttξ紺 上熟
る金額を支払 うものとする。

第 8条 相手方が本件建物を退芸 した後に本件建物に残置物があるときは、申立人

は相手方が当該残置物についての所有権その他の権利を放葉 したものとみな

す とともに、申立人において当該残置物を適宜処分することができるものと

する。

第 9袖 申立人と相手方との間の使用関係に関し、本和解条項に定めのない事項は、

「

区住宅管理条例及び同条例施行規則の定めるところによる。

第 10条 和解費用は各自の負担 とする。

以 上

:11i:il ll i
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